
健
康
を
つ
か
み
取
る
努
力
を
す
る
こ

と
が
「
健
康
立
市
」
の
実
現
に
つ
な

が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

健
診
方
法
は
、

再
度
お
知
ら
せ
し
ま
す

　

20
年
度
の
市
の
健
診
は
、
以
上
の

事
を
踏
ま
え
新
し
い
健
診
体
制
で
実

施
す
る
事
に
な
り
ま
す
が
、
特
定
健

診
以
外
の
が
ん
検
診
、
結
核
検
診
な

ど
も
従
来
ど
お
り
実
施
す
る
方
針
で

す
。

　

具
体
的
実
施
方
法
は
現
在
、
利
便

性
や
費
用
対
効
果
を
考
慮
し
て
検
討

中
で
す
が
、
決
定
次
第
、
広
報
紙
な

ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　
　

市
民
課　

老
人
保
健
係

特
定
健
診

　
　

市
民
課　

国
保
年
金
係

　
　

健
康
づ
く
り
推
進
課

　
　
　
　
　
　

保
健
総
務
係

☎
３
２
│
１
１
１
１

特定健診・がん検診等の受診方法図2

医療保険 健診項目 ～39歳 40歳～64歳 65歳～74歳 75歳以上

国民健康保険

基本健診（39歳まで） 国保の健診で受診

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

特定健診（40歳以上） 国保の健診で受診

がん検診 市の健診で受診

介護予防のための
生活機能評価 市の健診で受診

社会保険等

基本健診（39歳まで） 事業所の健診等
特定健診（40歳以上） 加入の医療保険で受診

がん検診 市の健診で受診

介護予防のための
生活機能評価 市の健診で受診

※75歳以上の後期高齢者医療被保険者については、保険者での実施が未定です。決定次第お知らせします。
※ 39歳までの方の特定健診（基本健診）については国保被保険者は市で、それ以外はお勤めの事業所にご相談
ください。
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被保険者数  988  1,249  1,674  2,408  2,520  3,270  3,221  2,724  2,024  1,100  568  179
受診者数  248  337  474  771  983  1,216  1,283  847  453  197  71  9 
受診率 25.1% 27.0% 28.3% 32.0% 39.0% 37.2% 39.8% 31.1% 22.4% 17.9% 12.5% 5.0%

平成 18年 基本健診受診者総合判定区分（国民健康保険）図３

　

今
回
の
改
正
の
大
き
な
柱
は
、

○
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設

○
保
険
者
に
よ
る
健
診
の
義
務
化

で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
市
民
の
皆
さ

ん
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
す
の
で

そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

新
し
く

「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」

　

今
ま
で
75
歳
以
上
の
人
の
医
療
保

険
と
し
て
、市
は
「
老
人
医
療
制
度
」

を
運
営
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
が

廃
止
さ
れ
、
20
年
度
か
ら
「
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
」
に
変
わ
り
ま
す
。

　

市
町
村
単
位
の
保
険
か
ら
県
単
位

と
な
り
熊
本
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
が
高
齢
者
医
療
の
保
険
者
と

な
り
ま
す
。

自
己
負
担
割
合

　

後
期
高
齢
者
医
療
で
は
、
医
療
費

の
自
己
負
担
は
今
ま
で
ど
お
り
一
割

負
担
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
現
役
並

み
所
得
者
は
三
割
負
担
に
な
り
ま

す
。

保
険
料
の
賦
課

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
財
源

は
、
図
１
の
と
お
り
で
、
75
歳
以
上

の
人
に
、
全
体
の
医
療
費
の
一
割

が
保
険
料
と
し
て
賦
課
徴
収
さ
れ
ま

す
。

　

一
人
一
人
の
保
険
料
に
つ
い
て

は
、
収
入
（
所
得
）
状
況
に
よ
り
こ

れ
か
ら
決
定
さ
れ
ま
す
が
、
現
時
点

で
は
、
年
金
な
ど
か
ら
の
特
別
徴
収

と
納
付
書
に
よ
る
普
通
徴
収
が
予
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導

　

市
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
健
康
維

持
の
た
め
、
毎
年
基
本
健
診
を
実
施

し
て
き
ま
し
た
が
、
20
年
度
か
ら
そ

の
健
診
が
「
特
定
健
診
」
と
名
前
を

変
え
、
健
診
後
の
保
健
指
導
と
併
せ

て
、
保
険
者
（
国
保
は
市
）
の
義
務

と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
特
定
健
診
は
、
生
活
習
慣
病

の
元
凶
と
言
わ
れ
る
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

シ
ン
ド
ロ
ー
ム（
内
臓
脂
肪
型
肥
満
）

に
着
目
し
て
実
施
さ
れ
、
40
歳
か
ら

74
歳
ま
で
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
図
２
の
よ
う
に
国
民

健
康
保
険
の
人
は
市
の
健
診
で
、
そ

れ
以
外
の
方
は
加
入
さ
れ
て
い
る
医

療
保
険
で
特
定
健
診
を
受
け
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
こ
の
特
定
健
診
に
は
受
診

率
（
受
診
者
÷
被
保
険
者
）
が
24
年

度
ま
で
に
65
％
を
超
え
な
い
と
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
支
出
す
る
支

援
金
が
増
え
る
と
い
う
、
ペ
ナ
ル

テ
ィ
ー
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
は
、
国
保
財

源
で
ま
か
な
う
こ
と
に
な
り
、
結
果

的
に
受
診
率
が
低
い
と
保
険
税
が
上

が
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

健
診
は
健
康
を
知
る
こ
と
と
保
険

税
を
節
減
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

あ
な
た
は
、
本
当
に
健
康
？

　

図
３
は
18
年
度
の
40
歳
以
上
の
国

民
健
康
保
険
被
保
険
者
基
本
健
診
受

診
状
況
で
す
。

　

全
体
の
31
％
の
人
が
基
本
健
診
を

受
診
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち

異
常
な
し
は
10
％
、
10
人
に
９
人
は

何
ら
か
の
保
健
指
導
や
医
療
が
必
要

と
い
う
驚
く
べ
き
結
果
が
出
て
い
ま

す
。

　

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
体
を

む
し
ば
む
生
活
習
慣
病
を
事
前
に
発

見
し
、
予
防
す
る
最
も
有
効
な
方
法

が
特
定
健
診
な
の
で
す
。

　

特
定
健
診
で
皆
さ
ん
一
人
一
人
が

ご
自
分
の
健
康
状
態
を
知
り
、
自
ら

後期高齢者医療の経費内訳

医療
給付費
保険者が
払う金額

公費
50%

国　県　市
４：１：１

0～ 74歳の
保険料

　　　　（各医療保険から）

支援金
40%

保険料
10%

（　　）

特定健診の受診率
が低いと市（国保）
から出す支援金が
増えます。

患者負担額

医療費の10％

保
険
者
が
医
療
機
関
に
支
払
う
額　

90
％

患
者
負
担　

10
％

健診が義務化になります
健康

医 療 制 度 の 改 革
　

年
々
増
加
す
る
医
療
費
の
問

題
は
、
国
・
県
・
市
の
財
政
を

圧
迫
す
る
だ
け
で
な
く
、
市
民

の
皆
さ
ん
の
負
担
を
増
や
し
つ

つ
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
国
は
、
20
年
度
か
ら

医
療
制
度
改
革
を
実
施
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
そ
の
変
更
点
と
こ

れ
か
ら
の
問
題
、
方
向
性
を
皆

さ
ん
と
一
緒
に
考
え
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

平成20年度から

図１
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